
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

六

号

外
務
省
職
員
に
よ
る
国
会
議
員
に
対
す
る
「
詫
び
状
」
の
提
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
省
職
員
に
よ
る
国
会
議
員
に
対
す
る
「
詫
び
状
」
の
提
出
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
九
九
九
年
第
一
四
半
期
に
、
当
時
の
山
田
重
夫
外
務
省
条
約
局
条
約
課
首
席
事
務
官
（
現
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
北

東
ア
ジ
ア
課
長
）
が
国
会
議
員
に
対
し
て
「
詫
び
状
」
を
提
出
し
た
事
実
が
あ
る
か
。

二

「
詫
び
状
」
は
上
司
の
決
裁
を
得
て
提
出
さ
れ
た
も
の
か
。

三

「
詫
び
状
」
は
公
文
書
か
。

四

「
詫
び
状
」
の
写
し
は
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

五

外
務
省
は
国
会
議
員
に
対
し
て
「
詫
び
状
」
を
提
出
し
た
こ
と
は
適
切
な
行
為
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。


